
 　当行における「リレーションシップバンキングの機能強化計画」に関する平成１５年４月１日から

 平成１７年３月３１日における全体的な進捗状況、計画の達成状況、計画の達成状況に対する分析・

 評価及び今後の課題については、以下のとおりです。

１．中小企業金融の再生に向けた取組み

（１）創業・新事業支援機能等の強化

①創業・新事業支援機能等の強化に向けて、平成１５年６月より業種別審査態勢を導入するとともに

　融資権限規定の改定を平成１５年７月に続いて平成１６年１０月に実施しました。

②第二地方銀行協会主催による「目利き研修」へ融資第一部審査グループ及び資産査定室のスタッフ

　８名を派遣しました。さらに行内研修を充実し、お取引先企業の技術力等を的確に評価できる行員

　の育成に努めております。

③ベンチャー企業の創出・育成を図ることを目的に、「関東甲信越・静岡地域産業クラスターサポー

　ト金融会議」に幹事として営業開発部営業渉外グループのスタッフが出席した他、千葉大学の主催

　によります「産官学金連携と地域経済の活性化」をテーマとしました地域交流会に参加しました。

④お取引先の事業再生、経営相談、支援機能の強化や創業・新事業支援等の体制を整備し、中小企業

　金融の再生に注力すべく、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金

　融公庫など政府系金融機関との包括業務提携締結により新規事業向け融資の実行につながりました。

（２）お取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

①融資第一部企業経営相談室及び営業店において企業再生に向けて連携を強化し、さまざまな対応策

　を講じることにより、企業経営相談室が「経営改善支援」の対象としております債務者５７１先の

　うち１３１先（うち１６年度実績５４先）について債務者区分の上位遷移を実現しました。

②第二地方銀行協会主催の「要注意先債権等のランクアップ研修」へ、企業経営相談室の行員６名を

　派遣、さらに通信教育「中小企業経営改善プログラム講座」を５９名が受講しました。また、行内

　研修においては、「中小企業診断士」資格取得のためのセミナーを開講し２名が一次試験に合格し

　ており、中小企業支援に向けた人材の育成に努めております。

③αＢＡＮＫビジネスクラブや行内の情報網を駆使し、営業渉外グループを中心に営業情報の提供を

　積極的に実施した結果、ビジネスマッチングの成約等の実績に結びつきました。

（３）早期事業再生に向けた積極的取組み

①企業経営相談室を中心に、企業再生策として各種対応策を実施し、お取引先企業の早期事業再生に

　向けた取組みに寄与しました。

②千葉県中小企業再生支援協議会の積極的な活用により、お取引先の事業再生計画の策定を行い、支

　援活動を開始しております。

（４）新しい中小企業金融への取組みの強化

①新しい中小企業金融への取組み強化に向けて担保・保証に依存しない融資として下記の商品の取扱

　いを開始しました。

　・「αＢＡＮＫビジネスローン」（平成１５年５月）

　・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」（平成１５年８月）

　・「αＢＡＮＫスモールビジネスローン」（平成１６年２月）

　・「αＢＡＮＫ新規事業支援ローン」（平成１６年２月）

　・「ＣＬＯ活用融資」（平成１６年３月、平成１７年２月）

　・「αＢＡＮＫビジネスサポートローン」（平成１６年９月）
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②当行格付等を活用した保証協会付融資「ダッシュ５，０００」を平成１５年１０月より、「スパー

　ト３，０００」を平成１６年７月より取扱開始しました。

（５）お客様への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

①地域金融円滑化会議へ企業経営相談室のスタッフが参加しており、円滑な資金供給に関する各行の

　取組みについて積極的な意見交換を行い、業務運営に役立てております。

②お客様への説明態勢・苦情相談処理体制につきましては、行内諸規定の改定や研修への取入れ等を

　積極的に進め平成１６年９月末までに整備・強化しました。

③お客様からの相談・苦情につきましては、総務部お客様相談室が一元的に受付する態勢を確立して

　おります。また、相談・苦情の内容を分析しその対応や留意事項等、参考諸法令を記載した「苦情

　相談事例集」を毎月発刊し、事例を学ぶことにより行員のマインドの向上や能力のレベルアップを

　図る等相談・苦情発生防止に努めております。

（６）進捗状況の公表

　平成１５年１１月２０日、平成１６年５月２１日、平成１６年１１月２２日に「リレーションシッ

　プバンキングの機能強化計画」の進捗状況についてリリースするとともに、ホームページにて公表

　しました。

２．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

（１）資産査定、信用リスク管理の強化

　適切な自己査定や償却・引当を実施すべく、各種対応策を毎期継続的に実施しております。

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上

①平成１６年６月「不動産担保評価システム」の稼動に続き、１０月からはお取引先の格付けと自己

　査定をリンクさせ、常時モニタリングを可能とする「格付査定システム」の運用を開始し、融資業

　務の効率化とお客様情報の一元化による信用リスク管理の一段の高度化に向けた体制を整備しまし

　た。

②平成１６年９月、過去３年間の格付区分ごとのデフォルト実績に基づいて信用コストをより一層

　明確に反映させた新「金利ガイドライン」を制定しました。

　今後、総合融資支援システムにおける格付査定制度を実施していく中で、信用リスクデータベース

　の活用による適正貸出金利の実現を図り、確固たる財務基盤の確立に取組んでまいります。

　

（３）地域貢献に関する情報開示等

　平成１６年１１月、平成１６年９月中間期のミニ・ディスクロージャー誌を５３，４００部発刊し

　ました。当行では、平成１５年３月期ディスクロージャー誌より地域貢献に関する開示項目を充実

　させております。これらと同様の内容は、当行のホームページ上でご覧いただけます。

　引続き、地域貢献に関する情報開示等につきましては、お客様の意見を広く取り入れ、より分かり

　やすい内容説明を心がけ、ディスクロージャー誌、ホームページ等により積極的に開示してまいり

　ます。

以　　上


